
滋賀県警察本部 生活安全企画課 077-522-1231（代）
※この情報発信の内容について御意見があればお知らせください。

SHIGA
SHIGA

最 新 の 防 犯 情 報 を 発 信 し ま す 。

～夏季における水泳場や屋外での置引きに注意～

ポリスポイント

裏面につづく

・貴重品からは絶対に目を離さない！（目の届くところに置く）
・貴重品は手に持ち歩いたり、コインロッカーに預ける！

https://www.pref.shiga.lg.jp/police/

滋賀県警察は「犯罪抑止対策緊急強化戦略」を推進中！こちらをご覧ください。➡

公園で

水泳場で

何が入って
いるかなぁ

今がチャンスだ
ぬすんでも
気づかないな

遊びに夢中で
カバンが

置きっぱなしだ

湖岸で
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滋賀県内での置引き発生状況

置引きの被害件数は、減少傾向に
ありますが、コロナ禍も明けた
今年は、特に注意してください!!

各年の認知件数の推移

７月と８月で
計123件認知

過去３年間(R２～R４年)の７月・８月に
置引き被害が発生した場所ワースト5

※ 資料中の件数は暫定値となります。

１位 商業施設 43件

２位 水泳場 24件

３位 ぱちんこ店 14件

４位 湖岸・河川敷 12件

５位 飲食店 5件

過去３年間(R２～４年)の７月・８月に
発生した置引きでの被害品別ワースト5

過去３年間(R2～４年)の月別認知件数の合計

１位 財布・バッグ類 ７７件

２位 現金 １６件

３位 釣り具 ５件

携帯電話 ５件

ICカード 5件

置引きは夏場（７月・８月）に被害が多い！
右の表のとおり、夏場は商業施設以外にも水泳場で

財布やバッグが多く盗難被害に遭っている！

注目！

注目！

水泳場や屋外だけではなく、
こんな場所でも盗難に注意してください！

貴重品を盗まれないようにするためには、
その場所から離れる時は、忘れ物をしてい
ないか必ずチェックすることだ！
盗まれて後悔するよりかは絶対いいぞ！

滋賀県警察本部生活安全企画課
新公認キャラクター シン・ドロボー仮面

お店のトイレでの財布やカバン、
携帯電話の置き忘れ

セルフのガソリンスタンドでの
精算機のお釣りの取り忘れ

ぱちんこ店での遊技用のICカード
の抜き忘れ

３年間で
計487件
認知


